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福島第一原子力発電所事故によって､福島県だけ

でも、いまだ10万人を超える人々が避難生活を余

儀なくされています。しかし、政府は､原発を｢重

要なベースロード電源｣とし､今後､電力供給の20

～22％を賄うとの見通しをたてて､再稼働を進め
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霊1"杢割雲霞吸､空言
i原発損害諮償に上限？
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保証原発の電気に価格！?着
川

嬬蔀

壹欝製剛〃 !』ています｡他方で､今後､原発で事故が起こっても、

「電力会社は一定限度までしか損害賠償しなくてよ

I

原発損害賠償に上限？い｣となれば､事故の被害者は泣き寝入りとなりか

膜ねません。 J

原発の電気に価格保証？また、2016年4月から電気の小売りが自由化

蕊され､2020年には電力料金規制が撤廃される予
定です｡原子力は｢安い電気｣と言われてきました
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*‘鍵謹ゞ『蚤■ 一てき乳た｡そこで､原発の建設費や維持｡廃炉等毒蕊‘鰻

として維持できるように、新たな経済的優遇措置が~：
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導入されようとしています｡その一方で､再生可能‘』IMI､,Ⅷ:i'!…，
郡ｴﾈﾙギーの拡大に歯止めをかける制度がとり入蕊!i"i-

.：I，，1日

ごれられてきています。
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日弁連は、このような原子力損害賠償責任の有限

尚鴎化と原子力事業者への経済的優遇措置の導入に反
壷

景鱈雪曾
対しています。

”,働ll弁連の意見の綱lllについては以下をご参照下さい。
日弁連意見書 圏I

・原子力発電所事故損害賠償制度の見直しに関する意見書

(http://www.nichibenren.●""v#y/docUment/!I"翻

opinion/year/2015/150717.html)
I踊

・原子力事業に対する経済的優遇措置に関する意見書

I' 識抑三部噸･題(http:"www.nichibenren.or.jp/activity/document/

opinion/year/2015/150821.html),;,Ⅲopinion/year/2015/150821.html），『，

英国の差額決済契約は、電力事業者が国営企業と

締結する契約で、電気の市場価格と基準価格との差

額が支払われるため､自由化のもとでも、原子力事

業者は損をしない仕組みです。2014年に、再生可

能エネルギーのために導入された制度ですが、原子

力は｢高い電気｣のため、原発にも適用されることに

なりました。英国のヒンクリーポイント原発の基準

価格は1718円/kWh(2015年7月1日換算）で

35年間もの契約です。

の経済的優遇措置⑳

原子力は安全性や廃棄物の処分等に重大な問題を

抱えています。再生可能エネルギーは環境への負荷

が小さく、コストも将来的に低減していきますが、

原子力は今後より高くなります。これらの点で再生

可能エネルギーと根本的に異なります。

このような原子力発電所の建設・維持のために、

国民負担で経済的優遇措置をとる正当性はありませ

ん｡そもそも､原子力は｢安い電気｣としてベースロー

ド電源と位置付けたのですから、優遇措置は不要の

ほず下す‐
I 問い合わせ先；日本弁護士連合会

命戸了ハハの戸、ハハハJ刊 N-m寺､學鈴昌渥とM_､志學塗竪坐、
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経済産業省は､2015年7月、原子力を重要なベー

スロード電源とし、2030年電力需給の｢原子力の割

合を20～22%｣とした上で、「電力システム改革後

などを見据え、｡…･･原子力事業の環境整備を図る」と

しました(長期エネルギー需給見通し)。

電力自由化のもとで､2020年には電気料金でコ

ストと電力会社の利益を保証する総括原価方式が撤

廃される予定です。しかし､原子力事業者には、「廃

炉や使用済み燃料の処分費用も含めた原子力にかか

るコストの安定的な回収・確保を図る措置｣が必要と

されています。

そのような経済的優遇措置の例として挙げられて

いるのが､英国の｢差額決済契約｣(CfD=Contract

forDifference)です｡発電の総コストを回収でき

るように、基準価格と買取期間が定められています。

原発事故被害者の損害は､完全に賠償されなければ

なりません。しかし、有限責任になれば､重大事故が

発生したとしても、電力会社は一定額まで賠償すれば

よいことになります。

また､現在の制度では､国が電力会社に代わって賠

償責任を負うことにはなっていません｡無過失・無制

限の現在の制度でも、福島第一原発事故の被災者は十

分に救済されていません｡有限責任になれば､もとも

と、一定限度までしか救済されないことになります。

他方､電力会社は原発事故を起こしても倒産の危険

がなくなります。原発事業におけるリスクが適正に評

価されないことになり、事業者のモラルハザードをも

たらします。ひいては原発事故防止の対策がおろそか

になることが懸念されます。

「原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)｣第3条

は､原子力事業者に､無過失・無制限の賠償責任を課

しています｡事業者は1200億円の責任保険に加入

していますが､福島第一原発事故では既に損害は7兆

円を超えています。

国は､事業者の賠償を援助し、「被災者救助及び被害

の拡大防止のため必要な措置を講ずる」(第17条)と

されていますが、これは国に賠償責任を課したもので

はありません。

霊繍任化す≦
原子力事業者は福島第一原子力発電所事故の前か

ら、有限責任化を求めていました｡福島第一原発事故

後､文部科学省で検討され､2015年5月21日に原

子力委員会の下に原子力損害賠償制度専門部会が設置

されました｡そこでの焦点の一つが｢電力会社の損害

賠償責任に上限を設ける制度の導入｣です。

《CfDのイメージ》

事業者が支払う
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(経済産業省の資料から）


